
令令和和７７年年度度    
特特定定侵侵害害訴訴訟訟代代理理業業務務試試験験    

〔〔事事例例問問題題２２〕〕  
 
《注 意》 
１．試験問題は、監督員から試験開始の合図があるまで開かないでください。 
２．問問題題集集ははどどののペペーージジもも切切りり離離ししててははいいけけまませせんん。。 
３．試験時間は、１４時００分から１７時００分までの３３時時間間です。 

試験開始後３０分間と試験終了前１０分間は、試験室から退室できません。 
退室可能な時間帯に退室希望される場合、挙手の上、監督員の指示に従ってください。 

４．試試験験中中はは、、次次ののもものの以以外外はは、、机机のの上上にに置置かかなないいででくくだだささいい。。  
○○受受験験票票 ○○筆筆記記具具 ○○時時計計

受験票は、受験番号が記載されている面を表にして、通路側に置いてください。 
試験時間中の付せん紙の使用は認めておりません。 

５．問問題題のの解解答答はは、、黒黒又又はは青青イインンクク（消しゴムや摩擦熱等で消せるものは不可とします。）

ののボボーールルペペンン又又はは万万年年筆筆をを用用いい、、解解答答用用紙紙のの実実線線枠枠内内にに楷楷書書でで丁丁寧寧にに記記入入ししててくくだだささいい。。

前前記記以以外外のの筆筆記記具具でで記記入入ししたた場場合合ににはは無無効効ととななりりまますす。。解答用紙の下書きとして、鉛筆

で記入することはできますが、試験時間終了までに消しゴムで綺麗に消してください。

試験問題及び試験時に配付するメモ用紙については、マーカー 蛍光ペンを含みます。及

び色鉛筆等で記入することができます。

６．解解答答用用紙紙のの枠枠外外及及びび用用紙紙裏裏面面にに記記入入さされれたた解解答答はは、、採採点点対対象象とといいたたししまませせんん。。

７．貸与法文は、書き込み及び折り曲げをしないでください。

８．アラーム付きの時計は、音を鳴らさないでください。スマートウォッチや携帯電話、

ウェアラブル端末等の電子機器類は、電源を切って鞄にしまってください。 
９．試験中の喫煙及び飲食は、禁止とします。ただし、水分補給のため、蓋付きのペット

ボトル（５００ 程度）に入った飲料は１本に限り、飲むことができますが、机上

に容器を置かず、必ず蓋を締めて足下に置いてください。 
．書書きき損損じじやや汚汚損損等等にによよるる解解答答用用紙紙のの追追加加配配付付やや取取替替ええはは行行いいまませせんん。。 
．試験問題の内容に関する質問には、一切お答えできません。 
．試験終了の合図があったら直ちに筆記具を置いてください。 
．不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした場合、合格の決定を取り消し、

又はその試験を受けることを禁止します。 
．この問題集は、試験終了後、持ち帰ることができます。

ただし、途中で退室する方で、持ち帰りを希望する場合は、下欄の実線枠内に受験番

号及び氏名を記入し、監督員に預けてください。試験時間終了後、受験者が退出して

から５分以内に、試験を受けた試験室に取りに来てください。 
 
 
 

受験番号 氏 名 
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［事例問題２］（５０点）

【問題】

問１ 起案

原告訴訟代理人の立場に立って、別紙２（甲第１号証・商標登録原簿謄

本）、別紙３（甲第２号証・商標公報））及び別紙４（原告代表者 甲山太郎

の言い分）に基づいて、別紙１（訴状）の空欄１から９に記載すべき文章

を起案してください。

なお、以下の注に留意してください。

注１ 訴状は、現在施行されている法令と現在存在する全ての判例に基

づいて起案してください。

注２ 空欄の大きさは、解答すべき内容及び分量と関係ありません。

注３ この問題の事例は、架空の事案です。

問２ 小問

（１） 以下事案を前提に、各設問に解答してください。なお、ア、イの

各設問はそれぞれ独立しているものとします。

甲は、「Ａ」の名称で画廊を経営していた。甲は、ある有名な画家が描

いた絵画Ｂを画廊で展示しようと考え、絵画Ｂの所有者である乙に対し、

絵画Ｂの購入を持ち掛けた。甲乙間で交渉した結果、令和７年７月１日

に両者間で合意が成立し、同日、売買契約書が作成された。売買契約書

には、絵画Ｂの代金は１００万円とすること、令和７年１０月１日に甲

が乙の自宅に現金１００万円を持参し、乙は乙の自宅で代金の支払いと

引き換えに絵画Ｂを甲に引き渡すことが定められた。

令和７年８月１日、甲は突然、丙から警告書を受け取った。警告書に

は、甲が「Ａ」の名称で画廊を経営することは、丙が保有する商標権を侵

害する旨が記載されていた。甲は対応策を検討したものの、画廊の経営

を継続することは困難であると判断し、画廊を閉鎖することにした。そ

のため、絵画Ｂも不要になったが、甲は、商標権侵害の事実を乙に伝え

たくないと思い、乙に対して何の連絡もしなかった。

ア 令和７年９月３０日、乙の隣家で発生した火災が乙の自宅に延焼し、

これにより絵画Ｂは焼失した。

この場合、甲は乙に対し、絵画Ｂの代金１００万円の支払いを拒む
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ことができるか。その結論及び理由を、根拠条文を挙げて簡潔に説明

してください。

なお、火災の発生及び絵画Ｂの焼失について、甲及び乙のいずれに

も落ち度はなかったものとします。

イ 令和７年１０月１日、乙は自宅において、絵画Ｂを甲に引き渡す準

備を完了して甲を待っていたが、甲が一向に現れなかったことから甲

に電話で連絡し、絵画Ｂの引渡し準備が完了しているので早く引取り

に来てほしい旨を伝えた。これに対し、甲は、絵画Ｂを引き取ることは

できない旨を伝えたものの、その理由については何も説明しなかった。

乙は納得せず、絵画Ｂの引取り及び代金１００万円の支払いを甲に求

め、その日の両者の話し合いは物別れに終わった。その後も、乙は繰り

返し甲に電話で連絡し、絵画Ｂの引取り及び代金の支払いを求めたが、

甲は応じなかった。

令和７年１０月８日、乙の隣家で発生した火災が乙の自宅に延焼し、

これにより絵画Ｂは焼失した。

この場合、甲は乙に対し、絵画Ｂの代金１００万円の支払いを拒む

ことができるか。その結論及び理由を、根拠条文を挙げて簡潔に説明

してください。

なお、火災の発生及び絵画Ｂの焼失について、甲及び乙のいずれに

も落ち度はなかったものとします。

（２） 以下事案を前提に、以下文章ア及びイの空欄①から⑧に入る適切

な語句又は文章を解答してください。なお、空欄①及び⑥については、

選択肢ａ又はｂの中から適切な語句を選び、その選択肢を解答してく

ださい。同じ記号の空欄には同じ語句が入ります。また、空欄の長さ

は、語句の長さと無関係です。

乙は、その製造・販売する衣料品Ａについて甲から商標権侵害訴訟を

提起され、裁判所からは侵害の心証が開示され、今後、損害論の審理が

なされる予定である。甲からは商標法第３８条第２項に基づく損害を主

張されている。

衣料品Ａの製造には乙の独自技術Ｂ（以下「技術Ｂ」という。）が使わ

れており、それにより大幅に製造コストが削減されているため、乙とし

ては、かかる技術Ｂが乙の利益に寄与したことを商標法第３８条第２項
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の推定覆滅事由として主張し、技術Ｂの資料を証拠として提出したいと

考えている。しかし、乙は、技術Ｂを訴訟外の競業他社に知られたくな

く、また、甲にも技術Ｂを訴訟の追行目的以外に使用され、技術Ｂのま

ねをされることを避けたいと考えている。

ア 民事訴訟上、 ① ａ 何人も ｂ 当事者及び利害関係を疎明し

た第三者は、訴訟記録の閲覧を請求することができるとされる。

そこで、乙としては、技術Ｂについて記載された準備書面及び証拠を

提出する場合、裁判所に対し、技術Ｂが乙の営業秘密であるとして、訴

訟記録中の技術Ｂに係る記載部分について ② を申し立てることが

考えられる。

上記の申立てが認められるためには、技術Ｂが乙の保有する営業秘

密であること、すなわち、乙の技術Ｂについて(1) ③ 、(2) ④ 、

及び(3)公然と知られていないものであることの三要件を具備してい

ることの ⑤ が必要である。

イ また、乙としては、裁判所に対し、技術Ｂの営業秘密について、下記

事由（ア）（イ）の⑥ ａ いずれかに ｂ いずれにも該当すること

について ⑤ して、甲等に対し ⑦ を発するよう求めることも考

えられる。

（ア） 提出されるべき準備書面に乙の保有する営業秘密が記載され、

又は取り調べられるべき証拠の内容に乙の保有する営業秘密が

含まれること。

（イ） 営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は

営業秘密が開示されることにより営業秘密に基づく乙の事業活

動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため営業秘密

の使用又は開示を制限する必要があること。

甲の代表者、従業者等が甲の業務に関し ⑦ に違反する行為をし

た場合、行為者のほか甲も、民事上の不法行為責任を負い得るほか、

⑧ の対象となる。
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（別紙１） 
訴訴 状状  

 

令和７年１０月２６日 

東京地方裁判所 民事部 御中 

 

原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 一 郎 ㊞ 

 

同 弁理士 甲 田 花 子 ㊞ 

 

〒○○○－○○○○  

東京都○区○○町○丁目○番○号  

原 告   ワークシティ株式会社 

上記代表者代表取締役 甲 山 太 郎 

〒○○○－○○○○  

東京都○区○○町○丁目○番○号  

甲野法律事務所（送達場所）  

電 話 ０３－○○○○－○○○○  

ＦＡＸ ０３－○○○○－○○○○  

原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 一 郎 

〒○○○－○○○○  

東京都○区○○町○丁目○番○号  

甲田特許事務所  

電 話 ０３－○○○○－○○○○  

ＦＡＸ ０３－○○○○－○○○○  

原告訴訟代理人 弁理士 甲 田 花 子 
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〒○○○－○○○○  

東京都○区○○町○丁目○番○号  

被 告 ＤＡＩＧＯ株式会社  

上記代表者代表取締役 乙 島 次 郎 

 

 

商標権侵害差止等請求事件 

訴訟物の価額 金○○○○円 

貼用印紙額 金○○○○円 

 

請請求求のの趣趣旨旨

１ 空欄１  

２ 被告は、被告が運営する別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイトから、別

紙被告標章目録１及び２記載の標章を抹消せよ。 

３ 空欄２  

４ 空欄３  

との判決並びに仮執行の宣言を求める。   

 

請請求求のの原原因因

第第１１ 当当事事者者

１１ 原原告告

原告は、広告宣伝物の企画並びに製作、有料職業紹介事業、労働者派遣事業法に

基づく一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業、企業における人材育成のため

の教育及び指導に関するコンサルタント業、就職相談等を目的とする株式会社であ

る。 
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２２ 被被告告

被告は、書籍の出版並びに販売、書籍出版の請負並びに受託、医療従事者の求人

情報を主とする広告代理業、医療従事者の募集情報を主とする広告代理業、人材派

遣並びに人材斡旋に関する事業等を目的とする株式会社である。  

 

第第２２ 原原告告のの商商標標権権

原告は、以下の商標権（以下「原告商標権」といい、その登録商標を「原告商標」

という。）を保有している（甲１（商標登録原簿謄本）、甲２（商標公報））。 

登録番号 第１２３４５６７号 

出 願 日 平成２９年１１月１日 

登 録 日 平成３０年１１月２６日 

商品及び役務の区分 第３５類 

指定役務 電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告文の作成  

登録商標 Ｗｏｒｋ－Ｃｉｔｙ  

 

第第３３ 被被告告にによよるる商商標標権権侵侵害害行行為為

１１ 被被告告のの行行為為

被告は、令和６年６月５日よりインターネット上に情報サイト「ＤＡＩＧＯ Ｗ

ＯＲＫＣＩＴＹ．ＪＰ」（ｈｔｔｐｓ：／／．ｗｗｗ．ｄａｉｇｏ－ｗｏｒｋｃｉ

ｔｙ．ｊｐ。以下「被告サイト」という。）を立ち上げて、主に医療従事者を対象と

して求人事項や採用希望企業の活動内容等の情報の提供を行っている。  

また、被告は、被告サイトにおいて、同日以降、別紙被告標章目録１及び２記載

の標章（被告標章１及び２を併せて「被告標章」という。）を使用している。 

 

２２ 被被告告標標章章はは、、いいずずれれもも原原告告商商標標にに類類似似ししてていいるる

商商標標類類否否のの判判断断基基準準
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商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合

に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって

決すべきであるが、それには、使用された商標がその外観、観念、称呼等によって

取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、

その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況

に基づいて判断するのが相当である。  

そして、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、  

空欄４  

被被告告標標章章とと原原告告商商標標のの類類似似性性

アア 被被告告標標章章１１とと原原告告商商標標はは類類似似すするる

原告商標は、アルファベットの大文字と小文字を組み合わせ、またハイフンでつ

ないで横書きした、「Ｗｏｒｋ－Ｃｉｔｙ」という文字標章である。これに対し、被

告標章１は、アルファベットの大文字で構成される、横書きの「ＤＡＩＧＯ ＷＯ

ＲＫＣＩＴＹ．ＪＰ」という文字標章である。  

被告標章１は複数の構成部分を組み合わせた結合商標であるところ、被告標章１

の要部は下記（ア）に記載のとおりである。原告商標と被告標章１の類否の判断に

おいては、原告商標の「Ｗｏｒｋ－Ｃｉｔｙ」と被告標章１の要部を比較してその

類否判断をすべきである。  

 

（（アア）） 被被告告標標章章１１のの要要部部

空欄５  
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（（イイ））原原告告商商標標とと被被告告標標章章１１のの要要部部のの対対比比

原告商標の「Ｗｏｒｋ－Ｃｉｔｙ」と被告標章１の要部を比較すると、  

したがって、原告商標の「Ｗｏｒｋ－Ｃｉｔｙ」と被告標章１の要部は類似して

いる。 

 

（（ウウ））小小括括

以上のとおり、被告標章１は原告標章と類似している。  

イイ 被被告告標標章章２２とと原原告告商商標標はは同同一一又又はは類類似似ででああるる

（省略） 

 

３３ 被被告告がが被被告告ササイイトトでで行行っってていいるる役役務務はは、、原原告告商商標標権権のの指指定定役役務務とと同同一一又又はは類類

似似すするる

原告商標権の指定役務は、「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告

文の作成」である。一般に、広告とは、商品、サービス、情報等を、その提供者を

明示して、広く第三者に告知し、その入手等に勧誘する活動をいい、広告の代理と

は、そのような活動を、広告主に代わって第三者が行うことをいう。  

この点、被告は、本件訴訟前のやり取りにおいて、被告が被告サイトにおいて行

っているのは、求人情報の提供であって、原告商標権の指定役務である広告代理の

業務とは類似していない旨主張していた。 

しかし、被告が被告サイトにおいて被告標章を使用して行っている役務は、以下

で述べるとおり、原告商標権の指定役務と同一又は類似している。  

 

役役務務類類否否のの判判断断基基準準

空欄６ 
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一定の役務に商標が使用される場合に、それが商標権の侵害といえるためには、

当該商標が登録商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用されることが必要であ

るところ（商標法２５条、３７条１号参照）、役務の類似は、両者の役務に同一又は

類似の商標を使用したときに、当該役務の取引者ないし需要者に同一の営業主の提

供に係る役務と誤認されるおそれがあるか否かによって判断される。  

そして、この判断に当たっては、取引の実情を考慮すべきであり、具体的には、

①提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、②提供に関連する物品（本件で

は情報）が一致するかどうか、③需要者の範囲が一致するかどうか、④業種が同じ

かどうか、⑤当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、⑥同

一の事業者が提供するものであるかどうかなどを総合的に考慮して判断すべきであ

る。 

 

役役務務のの類類似似性性

これを本件についてみると、  

空欄７ 

 

小小括括

したがって、被告が被告サイトにて行っている業務は、原告商標権の指定役務で

ある広告代理と同一又は類似している。 

 

４４ 小小括括

以上のとおり、被告の各行為は、原告商標権を侵害するものである。  
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５５ 被被告告のの主主張張にに対対すするる反反論論（（被被告告標標章章２２のの商商標標的的使使用用））

被告は、本件訴訟前のやり取りにおいて、被告標章２は、ドメイン名として使用

するものであって、商標として使用するものではないと主張する。 

しかし、 

空欄８ 

したがって、被告は、被告サイトにおいて、被告標章２を商標として使用してい

ることは明らかである。  

 

第第４４ 原原告告のの損損害害

被告による商標権侵害行為により原告が被った損害は、以下のとおりである。

１１ 商商標標法法３３８８条条２２項項にに基基づづくく損損害害 ――主主位位的的主主張張

被被告告のの売売上上

被告は、医療機関から委託を受けて、自己が運営している被告サイトにおいて被

告標章を使用し、医療機関の求人広告を掲載してきた。また、被告は、求人広告の

掲載を委託した医療機関に対し、「オプション企画」として「ＷＯＲＫ ＣＨＡＴ」

なる広告商品を有償で提供している。これは、求人広告を閲覧する者に対し、医療

機関の人事担当者に対するＱ＆Ａ形式で医療機関の概要及び募集広告を紹介する広

告であるが、１０社が広告掲載を被告に委託している。このようなインターネット

を利用した求人広告の掲載料は、同種業界の一般的基準からして、１件当たり年間

１２０万円を下ることはない。そうすると、被告が合計１０社から広告掲載の委託

を受けることにより得た１年間の売上は、少なくとも１２００万円を下らない。 

 

被被告告のの得得たた利利益益
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そして、インターネットを利用した広告掲載においては、サイトの維持費用や営

業に関する経費は掛かるものの、特に大規模な施設等を要するわけではなく、利益

は少なくとも売上高の３０パーセントを下ることはない。したがって、被告が上記

の広告掲載の委託を受けたことで得た利益は、１年間で３６０万円を下らない。 

 

ままととめめ

以上からすれば、被告による被告標章の使用により原告に発生した損害額は、令

和６年６月５日から令和７年１０月４日までの１年４か月間で４８０万円を下らな

い。 

 

２２ 商商標標法法３３８８条条３３項項にに基基づづくく損損害害 ――予予備備的的主主張張

仮に上記１の商標法３８条２項に基づく損害が認められない場合には、予備的に、

同条３項に基づく使用料相当額を損害として主張する。

本件において、商標法３８条３項の「その登録商標の使用に対し受けるべき金銭

の額に相当する額の金銭」は、以下のとおりである。  

空欄９ 

以上からすれば、本件において、商標法３８条３項の「その登録商標の使用に対

し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」は、令和６年６月５日から令和７年１

０月４日までの１年４か月間の売上１６００万円の１０％相当額である１６０万円

が妥当というべきである。したがって、被告による被告標章の使用により原告に発

生した損害額は、１６０万円である。 

 

３３ 弁弁護護士士及及びび弁弁理理士士費費用用

原告は、本訴の遂行を弁護士及び弁理士に依頼した。このうち、被告による商標
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権侵害行為と相当因果関係のある弁護士及び弁理士費用は、上記１又は２の各損害

額の少なくとも１割を下らない。

 

４４ 小小括括

（省略） 

 

第第５５ 結結語語

（省略） 

以上 

 

 

証証拠拠方方法法  
原告証拠説明書（１）記載のとおり。 

 

添添付付書書類類  
１ 訴状副本 １通

２ 甲号証写し 正副各１通

３ 原告証拠説明書（１） 正副各１通

４ 資格証明書 ２通

５ 訴訟委任状 ２通

６ 特定侵害訴訟代理業務付記証書写し １通
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（別紙） 

ウウェェブブササイイトト目目録録  
 

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｄａｉｇｏ－ｗｏｒｋｃｉｔｙ．ｊｐ  
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（別紙） 

被被告告標標章章目目録録  
 

１ ＤＡＩＧＯ ＷＯＲＫＣＩＴＹ．ＪＰ 

 

２ ｗｏｒｋｃｉｔｙ．ｊｐ  
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（別紙２）

甲第１号証

登録年月日 平成３０年１１月２６日

登録料

10年分　金額　○○円　納付日　平成30年11月20日

東京都○区○○町○丁目○番○号   ワークシティ株式会社

１番 登録年月日 平成３０年１１月２６日

（以下余白）

電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告文の作成

順位番号
（付記）

登 録 事 項

令和 7年10月 1日

登 録 料 記 録 部

甲 区

商 標 登 録 第 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 号

第 一 表 示 部

表示番号
（付記）

登 録 事 項

出願年月日 平成２９年１１月１日 出願番号 ２０１７－００００００
１番

査定年月日 平成３０年１１月５日 区分の数 １

商品及び役務の区分 第３５類

指定役務

商
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（別紙３）

甲第２号証

（４５０）【発行日】平成３０年１２月３日（２０１８．１２．３）

【公報種別】商標公報

（１１１）【登録番号】商標登録第１２３４５６７号（Ｔ１２３４５６７）

（１５１）【登録日】平成３０年１１月２６日（２０１８．１１．２６）

（５４０）【登録商標（標準文字）】Ｗｏｒｋ－Ｃｉｔｙ

（５００）【商品及び役務の区分の数】１

（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

【国際分類第１０版】

（２１０）【出願番号】商願２０１７－００００００（Ｔ２０１７－００００００）

（２２０）【出願日】平成２９年１１月１日（２０１７．１１．１）

（７３２）【商標権者】

【識別番号】０００００００００

【氏名又は名称】ワークシティ株式会社

【住所又は居所】東京都○区○○町○丁目○番○号

【　以　下　省　略　】

　第３５類　電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告文の作成
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（別紙４）

原告代表者（甲山太郎）の言い分

１１ 当当社社のの沿沿革革、、当当社社ササーービビスス及及びび当当社社のの商商標標権権

当社は、平成２５年４月に、私が、広告宣伝物の企画並びに製作、有料

職業紹介事業、労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業及び特定労

働者派遣事業、企業における人材育成のための教育及び指導に関するコン

サルタント業、就職相談等を行うことを目的として設立した株式会社です。

設立当初は、労働者派遣事業を中心に事業を行っていましたが、医療機

関で人事や採用業務に長年携わっていた従業員が入社したのを契機として、

平成２９年頃から、インターネットを通じて、主に医療従事者に向けて医

療機関等からの求人情報等を提供するビジネスを展開しようと考えるに至

りました。

そこで、当社は、平成２９年１０月１５日、ドメイン名を「ｗｏｒｋ－

ｃｉｔｙ．ｃｏ．ｊｐ」とするＵＲＬ登録を行いました。また、当社は、

同年１１月１日に「Ｗｏｒｋ－Ｃｉｔｙ」の商標登録出願を行うとともに、

同年１１月１５日よりインターネット上に就職情報サイト「Ｗｏｒｋ－Ｃ

ｉｔｙ」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｏｒｋ－ｃｉｔｙ．ｃｏ．ｊｐ。以下

「当社サイト」といいます。）を立ち上げて、医療従事者を主な対象とする

求人情報を提供することを開始しました。その後、「Ｗｏｒｋ－Ｃｉｔｙ」

は、平成３０年１１月２６日に、特許庁において商標登録されました（以

下、この登録商標を「当社商標」といいます。）。当社商標の登録内容は、

商標登録原簿の謄本（別紙２）と商標公報（別紙３）を御参照ください。

当社は、当社サイトの立ち上げの時から現在に至るまで、当社サイトにお

いて、当社商標を使用し続けています。

２２ ＤＤＡＡＩＩＧＧＯＯ株株式式会会社社（（以以下下「「ＤＤＡＡＩＩＧＧＯＯ」」とといいいいまますす。。））のの行行為為

ＤＡＩＧＯは、平成２０年に書籍の出版及び販売並びに書籍出版の請負

及び受託を目的として設立された株式会社であり、その創業以来、主に飲

食関係の書籍の出版及び販売を行ってきました。しかし、ＤＡＩＧＯは、

昨年の令和６年６月５日よりインターネット上に情報サイト「ＤＡＩＧＯ

ＷＯＲＫＣＩＴＹ．ＪＰ」（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｄａｉｇｏ－ｗｏ

ｒｋｃｉｔｙ．ｊｐ。以下「ＤＡＩＧＯサイト」という。）を立ち上げ、同
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サイトにおいて、当社サイトと同じように、主に医療従事者を対象として、

求人事項や採用希望医療機関の活動内容等の情報の提供等を開始しました。

ＤＡＩＧＯは、ＤＡＩＧＯサイトの立上げ時から現在に至るまで、同サイ

トにおいて、以下の２種類の標章を使用し続けています。

① ＤＡＩＧＯ ＷＯＲＫＣＩＴＹ．ＪＰ

② ｗｏｒｋｃｉｔｙ．ｊｐ

以下では、上記①の標章を「ＤＡＩＧＯ標章①」、上記②の標章を「ＤＡ

ＩＧＯ標章②」といい、これらを総称して「ＤＡＩＧＯ標章」といいます。

このうち、ＤＡＩＧＯ標章①は、ＤＡＩＧＯサイトのトップページの冒

頭において、求人情報提供サービスの名称として大きく表示されています。

他方、ＤＡＩＧＯ標章②は、ドメインの中に使用されていますが、それ

以外にも、ＤＡＩＧＯサイトのトップページのサイト紹介で、「ｗｏｒｋｃ

ｉｔｙ．ｊｐは、医療機関で働く人たちを応援しています。」との文言が掲

載され、その中で使用されています。ＤＡＩＧＯサイトのトップページに

は、これ以外にも同サイトを紹介する記述がありますが、それらの記述の

フォントの大きさは ポイントであるのに対し、上記文言のフォントは、

その倍の ポイントになっています。しかも、上記文言は、目立つように

太字で強調されています。

３３ 当当社社かかららののＤＤＡＡＩＩＧＧＯＯにに対対すするるメメーールル及及びびＤＤＡＡＩＩＧＧＯＯととののややりりととりり

当社は令和７年７月にＤＡＩＧＯサイトの存在に気づき、ＤＡＩＧＯ標

章が当社商標と紛らわしく、私は、その使用をやめてほしいと思いました。

そこで、当社は、令和７年７月２５日に、ＤＡＩＧＯサイトの問い合わせ

欄記載メールアドレスに、ＤＡＩＧＯ標章の使用は当社が保有する商標権

を侵害するおそれがあるので、使用をやめてほしいとメールしました。

これに対し、令和７年８月８日に、ＤＡＩＧＯからメールで返事があり

ましたが、結論は、ＤＡＩＧＯ標章の使用をやめるつもりはないというも

のでした。

このメールによれば、そもそもＤＡＩＧＯ標章①は全体として当社商標

と似ていないし、同社が行っているのは、医療従事者向けの求人情報の提

供サービスであって、当社商標の指定役務である広告代理とは異なるから、

商標権侵害にならないとのことでした。また、ＤＡＩＧＯ標章②について

は、ＤＡＩＧＯ標章①と同様に当社商標と似ていないし、役務も異なると
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いう理由に加えて、ドメイン名として使用しており、商標として使用して

いないとも書いてありました。

しかし、ＤＡＩＧＯのメールに書いてある理由には全く納得できません。

まず、当社商標に「．ＪＰ」はありませんが、そもそも「．ＪＰ」は、ト

ップレベルドメインを示すために通常使用される文字であり、それ自体で

識別力はないと思いますので「．ＪＰ」の部分の違いに意味があるとは思

えません。

また、「ＤＡＩＧＯ」の部分はＤＡＩＧＯの社名であり、「ＤＡＩＧＯ」

は飲食関係の書籍の出版社の名前として、飲食関係の書籍の読者層に限れ

ば認識されていることもあるかもしれません。しかし、ＤＡＩＧＯが求人

情報提供サービスに参入したのは昨年なので、「ＤＡＩＧＯ」という名前は、

同サイトにおける求人情報提供サービスのターゲットである医療従事者や

医療機関の間でほとんど認識されていないと思います。

さらに、「ＤＡＩＧＯ ＷＯＲＫＣＩＴＹ．ＪＰ」は長すぎて一息で発

声するのは難しいと思います。医療従事者が、ＤＡＩＧＯ標章①のどこに

着目するかといえば、ＤＡＩＧＯサイトで提供している求人事項や採用希

望企業の事業内容等の情報提供をうかがわせる「ＷＯＲＫＣＩＴＹ」の

語だと思います。普通だったら、「ダイゴ」ではなく、「ワークシティ」と

呼ぶのではないでしょうか。

しかも、「ＤＡＩＧＯ」という文字と「ＷＯＲＫＣＩＴＹ」とは、意味

としても繋がっていないと思います。

ＤＡＩＧＯのメールのように、当社商標とＤＡＩＧＯ標章①全体を比べ

て似ていないというのはおかしいと思います。

それから、当社商標とＤＡＩＧＯ標章①でも似ているので、ＤＡＩＧＯ

標章②が似ていないというのはナンセンスだと思います。

次に、ＤＡＩＧＯは、インターネットを利用して、主に医療従事者に向

けて、採用を希望する医療機関の名称、所在地、給与、勤務時間、職務内

容等の求人事項や当該医療機関の活動内容等の情報を、興味・関心を惹く

ような構成に整理・編集した上で、ＤＡＩＧＯサイト上に誰もが閲覧し得

る状況に置くことによって提供しています。これは、インターネットを利

用した広告代理の業務とやっていることがほとんど同じだと思います。

広告というのは、商品、サービス、情報等を、その提供者を明示して、
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広く第三者に告知し、その入手等に勧誘する活動をいい、広告の代理は、

それを広告主に代わって行うことです。求人情報の提供も、採用を希望す

る会社等の求人事項等の情報を、当該会社等を明示して、広く第三者に告

知するものなので、応募を勧誘する活動を代わりに行っているといえます。

また、求人情報の提供、広告、広告代理といった業種を同一企業が営ん

でいる例も多数あります。

そもそも、ＤＡＩＧＯ自身の事業内容にも、「医療従事者の求人情報を主

とする広告代理業、医療従事者の募集情報を主とする広告代理業」が含ま

れています（全部事項証明書）。そして、実際に、ＤＡＩＧＯは、ＤＡＩＧ

Ｏサイトにおいて、単に不特定多数人に対して求人情報を提供するだけで

なく、医療機関から委託を受けて、医療機関の求人広告を掲載しています。

すなわち、ＤＡＩＧＯは、ＤＡＩＧＯサイトで、求人広告の掲載を委託し

た医療機関に対し、「オプション企画」として「ＷＯＲＫ ＣＨＡＴ」なる

サービスを有償で提供しています。これは、求人広告を閲覧する者に対し、

医療機関の人事担当者に対するＱ＆Ａ形式で医療機関の概要及び募集広告

を紹介するものですので、医療機関の求人広告または求人広告の代理だと

思います。

あと、例えば、広告審査等を行う団体として、一般社団法人日本広告審

査機構（以下「ＪＡＲＯ」といいます。）があります。ＪＡＲＯには、広告

業務、広告代理業務、求人情報提供業務を行う者が加盟しており、ＪＡＲ

Ｏの審査対象には、人事募集広告も含まれています。

また、広告代理を利用するのは依頼者である企業等（本件では主に医療

機関）であり、求人情報の提供を利用するのは求職者と依頼者である企業

等（本件では主に医療従事者と医療機関）ですが、どちらも依頼者である

企業等が利用者となる点では同じだと思います。さらに、「求人情報の提供」

は、商品・サービス国際分類表では「広告」と同じ第３５類に分類されて

いると伺いました。

最後に、ＤＡＩＧＯは、ＤＡＩＧＯ標章②について、商標として使用し

ているわけではないと言い訳していますが、私には、ＤＡＩＧＯ標章②の

使用態様からすれば、単なるドメイン名ではなく、ＤＡＩＧＯサイトのサ

ービスを識別するための表示として使用されているように思います。

４４ ＤＤＡＡＩＩＧＧＯＯのの推推定定売売上上等等及及びび当当社社ののラライイセセンンスス実実績績等等

当社は、ＤＡＩＧＯの令和７年８月８日付のメールに納得できなかった

ので、同月２５日に、ＤＡＩＧＯに対し、改めてメールでＤＡＩＧＯ標章
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の使用の中止のほか、商標権侵害による損害を賠償するように求めました。

本で調べたら、商標権者は、商標権侵害者が商標使用により得た利益を

損害賠償として請求できると書いてありました。そこで、以下のような計

算をして、ＤＡＩＧＯが１年間で得た推定売上を１２００万円、推定利益

を３６０万円とそれぞれ見積もりました。

まず、ＤＡＩＧＯがＤＡＩＧＯサイトで「オプション企画」として提供

する上述の「ＷＯＲＫ ＣＨＡＴ」なるサービスには、少なくとも１０社

が広告掲載をＤＡＩＧＯに委託しています。このようなインターネットを

利用した求人広告の掲載料は同種業界の一般的基準から１件当たり年間１

２０万円を下ることはないと思います。そうすると、ＤＡＩＧＯが１０社

から広告掲載の委託を受けたことで得た売上の合計は少なくとも年間１２

００万円を下らないと思います。

そして、インターネットを利用した広告掲載においては、サイトの維持

費用や営業に関する経費はかかるものの、特に大規模な施設等を要するわ

けではないので、利益は少なくとも売上高の３０％を下ることはないと思

われます。

以上から、ＤＡＩＧＯが上記の広告掲載の委託を受けたことで得た利益

は、１年間で少なくとも３６０万円を下ることはないと思います。

この点、当社からの令和７月８月２５日付メールに対するＤＡＩＧＯか

らの同年９月１５日のメールで、ＤＡＩＧＯは、商標権侵害をしていない

と繰り返すとともに、仮に侵害があったとしてもＤＡＩＧＯサイトの売上

は当社が主張するほど多くないし、その利益も微々たるものであると言っ

ていました。

ところで、御質問のあった当社商標のライセンスの実績ですが、当社は、

第三者に対して、当社商標を過去にライセンスしたことはありません。た

だ、本件とは別の話ではありますが、当社では、「Ｗｏｒｋ－Ｃｉｔｙ」と

は別に「ＧＡＴＥＮ－ＴＯＷＮ」という建設業向けの求人情報提供サービ

スもやっていまして、「ＧＡＴＥＮ－ＴＯＷＮ」の商標権も保有していると

ころ、以前、競業会社が「ガテンタウン」という名前で類似のサービスを

開始したことがありました。そのときは、直ぐに気づいて、今回と同じよ

うにメールで連絡して当該名称の使用の中止を求め、当該名称を変更して

いただきました。その際、当社は、１か月分だけですが、当該競業会社か

ら「ＧＡＴＥＮ－ＴＯＷＮ」の商標使用料として売上の１０％を支払って

いただきました。

当社は、当社商標を使用して広告宣伝に多額の費用を投入してきました。

ＪM－2 21/23
5



その結果として、当社商標は、現在では、医療従事者の間で高い認知度を

獲得しています。かたや、ＤＡＩＧＯは、誰でも閲覧できるウェブサイト

上で、そのような認知度の高い当社商標と出所を誤認混同させるおそれが

あるＤＡＩＧＯ標章をサービス名として広く使用して収益を上げているわ

けですので、悪質だと思います。

それから、インターネットで調べたところ、経済産業省が２０１０年に

公表した「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する

調査研究報告書」５８頁（表Ⅱ－８）では、第３５類の「広告、事業の管

理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に

対する便益の提供」の正味販売高のロイヤリティ料率の回答があった件数

は９件だけですが、その料率は、正味販売高に対する料率の想定で、最大

値１１．５％、最小値は０．５％、平均は３．９％となっていました。Ｄ

ＡＩＧＯは競業会社ですので、当社がＤＡＩＧＯに対して当社商標をライ

センスすることは考えにくいものの、仮にライセンスするとすれば正規の

ライセンスですら最大値１１％もあるわけですので、売上の１０％が高す

ぎるとは思いません。

５５ 訴訴ええ提提起起にに当当たたっってて当当社社がが求求めめたたいいこことと

当社としては、競業会社であるＤＡＩＧＯによる当社商標と紛らわしい

標章の使用によって当社サイトのターゲットでもある医療従事者がそちら

に流れてしまうのではないかと心配しています。そのため、まず何よりも、

ＤＡＩＧＯの運営するＤＡＩＧＯサイトにおいて、ＤＡＩＧＯ標章の使用

をやめさせたいです。加えて、ＤＡＩＧＯサイトからＤＡＩＧＯ標章も消

去してほしいです。

また、これまで当社の商標権を侵害してきたわけですので、相応の損害

賠償をしてほしいです。まずはダメ元でも、上述のとおり、当社が算出し

たＤＡＩＧＯの推定の利益に基づく損害を主張してほしいです。もっとも、

ＤＡＩＧＯが主張するように、当社が推定するほどの利益は出ていないか

もしれませんので、念のため、当社商標の使用料相当額の損害として売上

の１０％相当額も主張してほしいです。その場合の売上も一旦は年間１２

００万円を前提としていただけますか。

なお、損害を算定するにあたり、損害賠償の対象期間は、まずは区切り

のよいところで、令和６年６月５日から令和７年１０月４日までの１年４

か月間（１６か月間）としていただいて構いません。また、損害賠償請求

する場合には、商標権侵害による損害の元金のほか、遅延損害金も請求で
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きると伺いましたが、その起算点は訴状送達の日の翌日にしてください。

弁護士・弁理士費用についても一般的に認められる範囲で請求をお願いし

ます。

以上を踏まえて、訴状の作成をお願いします。

以上
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